


























































ご注意 中小企業PL保険制度、
日本商工会議所情報漏えい賠償責任保険制度にご加入の方

①中小企業PL保険制度は途中での解約手続きができません。
②中小企業PL保険制度とビジネス総合保険制度「賠償プラス」は補償が重複する部分があります。
　 補償が重複する場合はご希望の内容よりも補償が過大になったり、不要な保険料をご負担いただくことになりますので、十分に
ご確認ください。
③ 中小企業 PL保険制度は「初年度契約日（制度に最初に加入した日、一度脱退した場合は、再度加入した日）」以降に発生した
事故について、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことをもって保険金支払いの対象事故とする、いわゆる
「損害賠償請求ベース」の保険制度です。

ビジネス総合団体保険制度「賠償プラス」の賠償責任の補償は保険期間内に発生した事故について、被保険者に対して損害賠償請
求がなされたことをもって保険金支払いの対象事故とする、いわゆる「事故発生ベース」の保険制度です。
したがいまして、中小企業 PL保険制度の保険期間終了後に受けた賠償請求についての対応については下表をご覧ください。

１．中小企業PL保険制度ご加入の方へ

ビジネス総合保険制度「賠償プラス」の情報漏えい補償特約は「初年度契約日（本制度の情報漏えい補償特約または日本商工会議所
情報漏えい賠償責任保険制度に最初に加入した日）」より前に、すでに情報漏えいの発生を知っている場合や知っていたと合理的に推定
できる場合は補償の対象とはなりません。
したがいまして、「賠償プラス」情報漏えい補償特約にご加入される場合で、日本商工会議所情報漏えい賠償責任保険制度にご加入
されていた場合は、日本商工会議所情報漏えい賠償責任保険制度の初年度契約日をご申告ください。

２．日本商工会議所情報漏えい賠償責任保険制度にご加入の方へ

（１）中小企業PL保険制度について

（２）ビジネス総合保険制度「賠償プラス」について

ビジネス総合保険制度「賠償プラス」のリコール特約は保険期間内にリコールの発生通知を行った場合にかぎり保険金支払いの対象事
故となります。なお「初年度契約日（本制度または中小企業ＰＬ保険制度におけるリコール特約加入日）」以前に回収原因の事故の発生
またはそのおそれが生じていることを知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときは補償の対象とはなりません。
したがいまして、「賠償プラス」リコール特約にご加入される場合で、中小企業ＰＬ保険制度リコール特約にご加入されていた場合は、
中小企業ＰＬ保険制度リコール特約の初年度契約日をご申告ください。

（３）ビジネス総合保険制度「賠償プラス」リコール特約について

CASE 1

(　　  )満期日までに
賠償請求 事故発生 賠償請求

中小企業PL保険制度で
支払い

CASE 2

(　　    )切替後５年以内に
賠償請求

中小企業PL保険制度で
支払い（注1）

CASE 3

(   　　 )切替後５年超
経過後賠償請求

CASE 4

(　　    )切替後事故発生、
賠償請求

賠償プラス
《事故発生ベース》

満期日
7月1日

切替後5年間

中小企業PL保険制度
《損害賠償請求ベース》

賠償プラスで
支払い

賠償プラスで
支払い（注2）

（注１）�請求がなされるおそれのある事故またはその原因もしくは事由の発生を認識したのち、遅滞なくその事故または事由の具体的状況を書面にて通知を行う
ことが必要です。

（注２）�以下の条件をすべて満たす場合に限り、賠償プラスの保険期間発生前に発生した事故について保険期間中になされた損害賠償請求についても、その事
故が保険期間中に発生したものとみなして保険金を支払います。

　　　●��保険期間中になされた損害賠償請求が「中小企業ＰＬ保険制度」を加入者が継続していたならば、保険金支払の対象となったであろうと認められる事故
に起因する損害賠償請求であること。

　　　●その「中小企業ＰＬ保険制度」では、保険金が支払われないこと。
　　　●�損害賠償請求がなされた時の保険契約が、「中小企業ＰＬ保険制度」から切り替えられた契約であること（保険期間が途切れることなく継続されて

いること）
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